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衆
議
院
議
員
西
岡
新
君
提
出
高
速
道
路
の
騒
音
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
五
年
後
十
年
後
二
十
年
後
の
性
能
試
験
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
高
速
道

路
（
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
速
道
路
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
設
置
さ
れ
る
遮
音
壁
に
関
し
て
は
、
所
定
の
防
音
機
能
が
維
持
さ
れ
る
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。
高
速
道
路
会
社
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
高
速
道
路
株
式
会
社
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
速
道

路
の
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理
を
行
っ
て
お
り
、
遮
音
壁
に
つ
い
て
は
、
定
期
的
に
点
検
を
行
い
、
腐
食
、

破
損
等
の
状
況
を
確
認
し
、
防
音
機
能
が
維
持
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
取
替
え
等
の
対
応
を
行
う
こ
と

と
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

高
速
道
路
会
社
は
、
そ
の
管
理
す
る
高
速
道
路
の
沿
道
の
騒
音
対
策
と
し
て
設
置
す
る
遮
音
壁
の
一
部
に
、
遮
音
壁
に
よ

る
日
照
阻
害
の
緩
和
、
眺
望
の
確
保
、
利
用
者
が
感
じ
る
圧
迫
感
の
軽
減
等
を
図
る
目
的
で
透
光
性
を
有
す
る
遮
音
板
（
以

一



下
「
透
光
性
遮
音
板
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
て
い
る
。
透
光
性
遮
音
板
に
つ
い
て
は
、
高
速
道
路
会
社
に
お
い
て
、
交
通

事
故
や
火
災
の
発
生
時
に
お
け
る
耐
久
性
の
確
保
や
二
次
災
害
に
よ
る
周
囲
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
と
の
観
点
か

り
ょ
う

ら
、
耐
衝
撃
性
、
耐
燃
性
等
を
試
験
し
た
上
で
、
設
計
基
準
に
基
づ
き
設
置
し
て
お
り
、
橋
梁
部
等
の
周
囲
へ
の
落
下
防
止

対
策
が
必
要
と
さ
れ
る
箇
所
に
は
、
落
下
防
止
ワ
イ
ヤ
ー
を
取
り
付
け
る
な
ど
の
対
応
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い

る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
排
気
ガ
ス
等
（C

O
2

）
の
削
減
に
貢
献
す
る
性
能
を
持
つ
製
品
」
が
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
高
速
道
路
に
設
置
さ
れ
る
遮
音
壁
に
関
し
て
は
、
防
音
機
能
の
向
上
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
等
に

よ
る
環
境
負
荷
の
低
減
や
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
も
含
め
た
経
済
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お

り
、
高
速
道
路
会
社
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
、
遮
音
壁
に
関
し
、
性
能
基
準
や
性
能
評
価
方
法
を
定
期

的
に
見
直
し
、
必
要
に
応
じ
て
改
定
し
て
い
る
ほ
か
、
設
計
基
準
の
改
定
に
よ
り
、
特
定
の
製
品
に
限
定
せ
ず
、
性
能
基
準

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
製
品
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二


